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　　　　　　　　　　支　援　の　流　れ

認知症初期集中支援チーム
認知症になっても自分らしく暮らすために

にご相談ください！

　市では、認知症の人やその家族に早期に関わり、支援体制をつくるために認知症初期集中支援チーム
が活動しています。チームは国の研修を受けた医師と医療・福祉の専門職で構成されています。
　「急に怒りっぽくなり、家族との仲がぎくしゃくしてきた」、「道に迷うことがあるけど、一人で自由に
出かけたい」、「受診に行きたくない、薬の飲み間違いが増えた」……など、認知症、または認知症と思
われる症状にどう向き合えばよいかお困りの人は、一度お気軽にご相談ください。望む暮らしの実現に
向けてお手伝いをします。
　なお、相談・支援は無料です。支援内容が許可なく第三者に漏れることはありません。

①地域包括支援センター
へ連絡

②初回面談

③初期集中支援の
検討・実施

お近くの地域包括支援センターま
でお電話ください。ご相談の内容
をお聞きします。

２、３人のチーム員が家庭に伺
い、１〜２時間程度お話をお聞き
します。家庭以外でも対応可。

お聞きしたお話を基に、ご本人に
合った支援を検討し、医療や各種
サービスを提案します。
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訪問理美容サービス助成事業、配食サービス事業、緊急通報システム設置事業、在宅介護手当支給事業、
高齢者徘徊探知システム貸与事業、高齢者日常生活用具給付事業、生活支援短期入所事業

●上記の他、介護認定を受けた人は下記のサービスもあります。詳しくは介護保険被保険者証に同封の【高
　齢者福祉サービスのお知らせ】をご覧ください。
●身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａの交付を受けている人が利用できる下記のサービスもありま
　す。市ホームページで確認いただくか、お問い合わせください。

問合せ
●長寿福祉課 長寿福祉係（市役所１階 27 番窓口） …☎ 0256・77・8175
●地域包括支援センターおおまがり …………………☎ 0256・61・6165
（担当地区：西燕町、桜町、秋葉町二丁目〜四丁目、水道町、寿町、白山町、廿六木、小池、小池新町、柳山、　
　　　　　　杉名、杉柳、道金、八王寺、大曲、緑町）
●地域包括支援センターさわたり ……………………☎ 0256・62・2900
（担当地区：おおまがり担当地区以外の燕地区）
●吉田地区地域包括支援センター ……………………☎ 0256・94・7676（担当地区：吉田地区）
●分水地区地域包括支援センター ……………………☎ 0256・97・7113（担当地区：分水地区）

紙おむつ支給事業
要介護 1・2・3・4・5 の人で、常時紙おむつが必要な人に、紙お
むつ支給券を支給します。

支給券の額　◎市民税非課税世帯…月 5,500 円　
　　　　　　◎市民税課税世帯…月 3,300 円

その他　福祉施設・医療施設に入所・入院している間は利用でき
ません。利用した場合は、利用相当額を返還していただきます。

寝具乾燥サービス事業
要介護 3・4・5 の人で寝具の衛生管理などが困難な人に、寝具１
組（敷布団、掛布団、毛布など）の乾燥消毒などを実施します。

実施回数　◎乾燥・消毒…年４回　◎丸洗い…年２回
※次回は、乾燥・消毒を９月に実施します。

利用者負担　◎市民税非課税世帯…無料　
　　　　　　◎市民税課税世帯…乾燥 1 回 610 円、
　　　　　　　　　　　　　　　丸洗い 1 回 1,200 円

在宅介護保険サービス利用者負担軽減事業
要支援 1 から要介護 2 の生計困難者が在宅で自立した生活を営めるように、在宅の介護保険サービスの利
用料の一部を軽減します。

軽減率　対象となる介護保険の居宅サービスの自己負担額の 3 割

その他　「社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担軽減事業」とは異なるものです。

福祉タクシー介護料金助成事業
要介護 3・4・5 の人が福祉タクシーを利用した場合、ストレッ
チャー利用介護料金の一部を助成します。

助成額　◎燕タクシー…１回 250 円　
　　　　◎中央タクシー…１回 785 円

その他　◎燕タクシー、中央タクシーを利用した場合に限りま
す。　◎社会福祉協議会が実施している「障がい者タクシー利
用料金助成事業」とは異なるものです。　認知症という複雑な問題に対し、

チームで関わることで、さまざまな
視点から解決の糸口を見出すことが
できます。チーム支援がきっかけで
受診に繋

つな

がった人もいます。
　ひとりで抱え込まず、まずは一度
ご相談ください。
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◉地域包括支援センターおおまがり
◉地域包括支援センターさわたり
◉吉田地区地域包括支援センター
◉分水地区地域包括支援センター

☎︎ 0256•61•6165

☎︎ 0256•97•7113
☎︎ 0256•94•7676
☎︎ 0256•62•2900

まずは、お近くの燕市地域包括支援センターへお電話ください。

※最寄りのセンターがご不明な人は長寿福祉課までお問合せください。
長寿福祉課 地域支援相談係　☎︎ 0256•77•8157


